
別  紙 

 

 

上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の一部改正新旧

対照表 

 

新 旧 

  

（取締役である独立役員の確保） 

第42条の４ 上場内国会社は、取締役である独立役員

を少なくとも１名以上確保するよう努めなければな

らない。 

 

第42条の５ 

 

付  則 

この改正規定は、平成26年２月10日から施行する。 

 

（新設） 

 

 

 

第42条の４ 

 

  

 


